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財 政 力 指 数
　当該団体の財政力を表す指標で、「1」に近く、さらに「1」を超えるほど財源に余
裕があるとされます。
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４ 主な財政指標の状況
（1）財政力指数の状況（平成24年度）

　区分別では0.4以上0.6未満に属する団体の割合が全体の43％と最も高くなっています。多くの団体
で財政基盤の強化が必要です。
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（注）政令市を除く

（注）1 政令市を除く
　　　2 介護保険事業会計は平成12年度に設置
　　　3 平成20年度から老人保健制度に代わり、後期高齢者医療制度が創設された。（残務処理のため存続していた老人
　　　　保健医療事業会計は、平成23年度から設置義務がなくなった。）

　一部事務組合に対する負担金等は、平成5年度と比較すると、清掃費及び消防費が大きく伸びたことに
よって約1.2倍となっています。

　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各事業会計への繰出金は増加の傾向が続いており、平成5
年度の約3.5倍となっています。

⑤  一部事務組合に対する負担金等の推移

⑥  国民健康保険・老人保健医療・後期高齢者医療・介護保険各事業会計への繰出金の推移
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経常収支比率の状況（平成24年度）

　経常収支比率が100％以上の市町村は全国に25団体あり、うち1団体が県内の市町村でした。なお、県
内では約9割の団体が経常収支比率85％以上となるなど、多くの団体において財政構造の弾力性が乏しい
状況です。

経常収支比率

　財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に
充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地方譲与税等の経常一般財源との比率。
　この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充当できる一般財源に余裕
があり、財政構造が弾力性に富んでいることになります。
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（注）政令市を除く市町村単純平均
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　財政の弾力性を示す経常収支比率の県内市町村の平均は、平成19年度をピークに平成22年まで改善傾向にあ
りましたが、平成23年度から悪化し始め、平成24年度は89.7％となりました。平成5年度と比べると約15ポイ
ント高くなっています。

経常収支比率の推移

87.7

（2）経常収支比率の推移及び状況
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経常収支比率の状況（平成24年度）

　経常収支比率が100％以上の市町村は全国に25団体あり、うち1団体が県内の市町村でした。なお、県
内では約9割の団体が経常収支比率85％以上となるなど、多くの団体において財政構造の弾力性が乏しい
状況です。

経常収支比率

　財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に
充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地方譲与税等の経常一般財源との比率。
　この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充当できる一般財源に余裕
があり、財政構造が弾力性に富んでいることになります。
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　財政の弾力性を示す経常収支比率の県内市町村の平均は、平成19年度をピークに平成22年まで改善傾向にあ
りましたが、平成23年度から悪化し始め、平成24年度は89.7％となりました。平成5年度と比べると約15ポイ
ント高くなっています。

経常収支比率の推移
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（2）経常収支比率の推移及び状況
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実質公債費比率の推移
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（注）政令市を除く市町村単純平均
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③実質公債費比率

県内市町村（政令市除く）の実質公債費比率（単純平均）は、前年度から0.9ポイント減の9.7％
となっています。早期健全化基準・財政再生基準以上となる団体はありません。

（注）実質公債費比率が18%以上となる団体については、
　　　起債に当たり許可が必要となる。
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（3）赤字市町村数の推移

　県内市町村において、普通会計の実質収支が赤字となった団体は、昭和61年度の13団体をピークに減
少しており、平成22年度にはなくなりました。

1

全　国

福岡県

年度

（注）全国の実質収支が赤字の市町村数には、合併に伴う打切り決算により赤字となった市町村が含まれている。
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（注）「準用財政再建団体」とは昭和30年度以降の赤字団体で旧再建法の規定を準用して財政再建を行う団体である。
※夕張市は、平成21年度に健全化法に基づく財政再生計画を策定。それまでは、旧再建法に基づく財政再建計画が存続。
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実質収支が赤字の市町村数

準用財政再建団体数及び財政再生団体数の推移
年　度
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②連結実質赤字比率

連結実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

①実質赤字比率

実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

（4）健全化判断比率等の状況（平成24年度）

　平成24年度決算に基づく健全化判断比率等について、早期健全化基準・財政再生基準以上となる県内
の市町村はありません。各比率（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負
担比率、⑤資金不足比率）の県内市町村の状況については以下のとおりです。
　なお、各比率の説明は8～9ページをご覧ください。
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実質公債費比率の推移
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③実質公債費比率

県内市町村（政令市除く）の実質公債費比率（単純平均）は、前年度から0.9ポイント減の9.7％
となっています。早期健全化基準・財政再生基準以上となる団体はありません。

（注）実質公債費比率が18%以上となる団体については、
　　　起債に当たり許可が必要となる。
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（3）赤字市町村数の推移

　県内市町村において、普通会計の実質収支が赤字となった団体は、昭和61年度の13団体をピークに減
少しており、平成22年度にはなくなりました。

1

全　国

福岡県

年度

（注）全国の実質収支が赤字の市町村数には、合併に伴う打切り決算により赤字となった市町村が含まれている。
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（注）「準用財政再建団体」とは昭和30年度以降の赤字団体で旧再建法の規定を準用して財政再建を行う団体である。
※夕張市は、平成21年度に健全化法に基づく財政再生計画を策定。それまでは、旧再建法に基づく財政再建計画が存続。
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実質収支が赤字の市町村数

準用財政再建団体数及び財政再生団体数の推移
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連結実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

①実質赤字比率

実質赤字額が生じた県内市町村はありません。

（4）健全化判断比率等の状況（平成24年度）

　平成24年度決算に基づく健全化判断比率等について、早期健全化基準・財政再生基準以上となる県内
の市町村はありません。各比率（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負
担比率、⑤資金不足比率）の県内市町村の状況については以下のとおりです。
　なお、各比率の説明は8～9ページをご覧ください。
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（注） 政令市を除く
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５ 債務と積立
（1）地方債発行額の推移

　地方債発行額は、平成15年度以降、毎年減少していましたが、臨時財政対策債の増加等により、平成
21年度から増加に転じました。平成23年度は減少しましたが、平成24年度は緊急防災・減災事業債等
が増加したため、再び増加に転じています。

（2）公債費の推移

　公債費（元利償還金）は、平成5年度と比較して約1.2倍になっており、近年は、1,200億円程度で推
移しています。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400
億円

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1917 年度

1,249

23

（199）

1,204

24

（218）

1,196

20

（144）

21 22

0

200

400

600

800

1,000

1,400

1,200

億円

1,053
1,109

1,161 1,177
1,268

1,169

1,046 1,057 1,079
1,147

（137）
（289）

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1917 年度

1,376

（596）

1,127

（426）
（562）

1,028

22

（457）

838

23

（455）

1,002

2420

（385）

815

21

う
ち
臨
時
財
政
対
策
債

地
方
債
発
行
額

（292）（265）（248）（327）

714

924

727

1,006

（63） （101）（124）（0） （4）

1,000
1,049

1,001 1,041 1,074 1,091

1,212 1,188 1,180 1,185 1,170 1,155
1,213

1,272 1,252
1,212

（169）

1,212

公
債
費

う
ち
臨
時
財
政
対
策
債（38）（6） （18）

県
内
市
町
村
財
政
の
現
状

27

大牟田市

直方市

田川市

福岡市

北九州市

久留米市

柳川市

八女市
筑後市

大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市

大
野
城
市

宗像市

太宰府市

糸島市

古賀市

福津市

うきは市

宮若市

飯塚市

嘉麻市

朝倉市

みやま市

那珂川町

宇美町

篠栗町

志
免
町
須恵町

新
宮
町

久山町

粕屋町

芦屋
町

水
巻
町

岡垣町 遠
賀
町

小
竹
町

鞍手町

桂
川
町

筑前町

東峰村

大刀洗町

大
木
町

広川町

香春町

添田町

糸田町

川
崎
町

大
任
町 赤村

福智町

苅田町

みやこ町

吉
富
町

築上町

上毛町

将来負担比率の状況（平成24年度）

（注）「－」は、地方債現在高等に係る基準財政需要額算
　　　入見込額が多額なこと等によって、将来負担比率が
　　　算定されない場合である。
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④将来負担比率

県内市町村（政令市除く）の将来負担比率（単純平均）は、前年度から7.0ポイント減の28.3％
となっています。早期健全化基準・財政再生基準以上となる団体はありません。

⑤資金不足比率
県内市町村（政令市除く）の1つの公営企業会計で資金の不足額が生じました。経営健全化基準
以上となる市町村の公営企業会計はありません。

（注）政令市を除く市町村単純平均
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④将来負担比率

県内市町村（政令市除く）の将来負担比率（単純平均）は、前年度から7.0ポイント減の28.3％
となっています。早期健全化基準・財政再生基準以上となる団体はありません。

⑤資金不足比率
県内市町村（政令市除く）の1つの公営企業会計で資金の不足額が生じました。経営健全化基準
以上となる市町村の公営企業会計はありません。
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（注）政令市を除く
　　　出典：平成25年地方公共団体定員管理調査（平成25年4月1日現在）
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（注）政令市を除く
　　　出典：平成25年地方公務員給与実態調査（平成25年4月1日現在）
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６ 職員数の状況
（1）職員数の推移

　市町村職員数は、10年以上減少し続けており、平成25年４月１日現在で、約1万8千人となっています。
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（4）積立金現在高の推移

　積立金現在高は、平成14年度から減少傾向でしたが、平成20年度からは再び増加傾向に転じています。
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　　　　前年度現在高＋当年度発行額－当年度償還額（公債費）＝当年度現在高とはならない。
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（3）地方債現在高と債務負担行為額の推移

　平成24年度末の地方債現在高と債務負担行為額を合わせると１兆1,001億円にものぼり、平成5年度
の約1.5倍にも膨らんでいます。
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７ 地方公営企業
（1）地方公営企業の役割

　地方公営企業は、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業であり、上下水道事
業、病院事業、交通事業などがその代表的なものです。
　これらの企業は、住民の生活水準の向上を図る上で大きな役割を果たしており、特に上下水道事業に
ついては、そのほとんどが地方公営企業として行われています。

（2）事業数

　事業数は、187事業であり、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、
病院事業の順になっています。

（3）決算規模

　決算規模は、1,700億56百万円で、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水
道事業、病院事業の順になっています。

187
事業

下水道
92事業
（49.2%）

水道
（簡易水道を含む）

63事業
（33.7%）

病院
8事業
（4.3%）

その他
24事業
（12.8%）

その他
27億円
（1.6%）

（平成24年度末）
（注）政令市を除く

（平成24年度）
（注）政令市を除く

決算規模の算出方法
〔法 適 用〕総費用‐減価償却費＋資本的支出
〔法非適用〕総費用＋資本的支出＋積立金＋繰上充用金

1,701
億円

下水道
765億円
（45.0%）

水道
（簡易水道を含む）

643億円
（37.8%）

病院
266億円
（15.6%）
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（注）政令市を除く
　　　出典：平成25年地方公共団体定員管理調査（平成25年4月1日現在）

計
18,482人
（100％）

一般行政
　　12,508人
　　　67.7％

議会・総務
3,847人

民生
3,084人

土木
1,773人

衛生
1,467人

その他
2,337人

教育
2,546人

病院
644人

その他
2,108人

消防
676人

（2）部門別職員数の状況

　市町村職員数を部門別に平成15年とその増減を比較すると、教育、病院などで職員数が大幅に減少し
ており、全体としても20.5％の減となっています。
　また、平成25年の部門別職員数の状況は、総務、民生、土木等の一般行政職員が全体の約68％、教
育、消防で全体の約17％を占め、残りの約15％が公営企業の職員となっています。

部門別市町村職員の増減状況
（平成15年４月１日～平成25年４月１日）

部門別市町村職員数
（平成25年４月１日現在）

（注）1 政令市を除く
　　　2 介護サービスに従事する職員については、平成13年4月1日調査以降、「民生」が「企業その他」
　　　   に区分変更されている。
　　　3 出典：平成25年地方公共団体定員管理調査（平成25年4月1日現在）

-700-800-900-1000-1100-1200-1300 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200

議会・総務

税務

民生

衛生

労働

農水

商工

土木

教育

消防

病院

水道

企業その他

人
-1400-1500

59

-192

-351

-107

35

-868

-335

-1,212

-596

-300

-245

-521

-130

特別行政
3,222人
17.4％

公営企業
2,752人　　 

　14.9％　　　　
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７ 地方公営企業
（1）地方公営企業の役割

　地方公営企業は、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業であり、上下水道事
業、病院事業、交通事業などがその代表的なものです。
　これらの企業は、住民の生活水準の向上を図る上で大きな役割を果たしており、特に上下水道事業に
ついては、そのほとんどが地方公営企業として行われています。

（2）事業数

　事業数は、187事業であり、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、
病院事業の順になっています。

（3）決算規模

　決算規模は、1,700億56百万円で、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水
道事業、病院事業の順になっています。
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決算規模の算出方法
〔法 適 用〕総費用‐減価償却費＋資本的支出
〔法非適用〕総費用＋資本的支出＋積立金＋繰上充用金

1,701
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下水道
765億円
（45.0%）

水道
（簡易水道を含む）

643億円
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266億円
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（注）政令市を除く
　　　出典：平成25年地方公共団体定員管理調査（平成25年4月1日現在）
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（2）部門別職員数の状況

　市町村職員数を部門別に平成15年とその増減を比較すると、教育、病院などで職員数が大幅に減少し
ており、全体としても20.5％の減となっています。
　また、平成25年の部門別職員数の状況は、総務、民生、土木等の一般行政職員が全体の約68％、教
育、消防で全体の約17％を占め、残りの約15％が公営企業の職員となっています。

部門別市町村職員の増減状況
（平成15年４月１日～平成25年４月１日）

部門別市町村職員数
（平成25年４月１日現在）

（注）1 政令市を除く
　　　2 介護サービスに従事する職員については、平成13年4月1日調査以降、「民生」が「企業その他」
　　　   に区分変更されている。
　　　3 出典：平成25年地方公共団体定員管理調査（平成25年4月1日現在）
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億円　上水道　 簡易水道　 病院 　下水道　 その他

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

H20 6,6371,665 62 347 4,463 100

H21 6,5481,639 42 328 4,468 71

（注）政令市を除く

（注）政令市を除く

50592 9 9 376 19H20

3745176 277 15H21

0 100 200 300 400 500 600

億円　上水道　 簡易水道　 病院 　下水道　 その他

2495058 183 3

28194 176 1

H22

H23

H24

年度　 企業債発行額の推移

（5）企業債の状況

年度　 企業債残高の推移

  ①  企業債発行額

　平成24年度における企業債発行額は約242億円であり、前年度に比べ約39億円の減少となっています。
これは上水道事業債が約35億円減少したことが主な要因です。

  ②  企業債残高

　平成24年度末の企業債残高は約6,242億円と、5年連続で減少しています。

H22 6,4491,595 31 310 4,443 70

H23 6,3711,580 28 295 4,406 62

H24 6,2421,527 28 269 4,362 56
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24260 173 261
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（4）経営状況

　平成24年度における収支の状況を事業別に見ると、法適用企業は上水道、工業用水道、下水道（うち公
共）、介護サービス事業が黒字、法非適用企業は全事業が黒字となっています。
　しかしながら、基準外繰入金を差し引いた実質的な収支の状況は、多くの事業で赤字となってしまいます。
　地方公営企業の経営は、財やサービスの対価としての料金収入により運営する独立採算が原則であり、
一般会計からの基準外繰入金に頼らず経営を維持していく努力が必要です。

200,0000 400,000 600,000 800,000
（千円）

200,000400,000600,000800,000

収支の状況 赤字赤字 黒字黒字

基準外繰入金を除いた場合の収支の状況 赤字赤字 黒字黒字

（平成24年度）（注）政令市を除く

1,000,000

200,0000 400,000 600,000 800,000
（千円）

200,000400,000600,000800,000 1,000,000

法
適
用
企
業

工業用水道

下水道（特定環境）

下水道（個別排水）
介護サービス

病院
下水道（公共）

上水道

下水道（農業集落）
下水道（漁業集落）

交通（船舶）

下水道（農業集落）

下水道（特定地域）

下水道（公共）
下水道（特定環境）

簡易水道

下水道（漁業集落）
下水道（小規模）

市場
観光施設

法
適
用
企
業

工業用水道

下水道（特定環境）

下水道（個別排水）
介護サービス

病院
下水道（公共）

上水道

下水道（農業集落）
下水道（漁業集落）

交通（船舶）

下水道（農業集落）

下水道（特定地域）

下水道（公共）
下水道（特定環境）

簡易水道

下水道（漁業集落）
下水道（小規模）

市場
観光施設

駐車場整備

宅地造成（臨海）
宅地造成（その他）

法
非
適
用
企
業

下水道（個別排水）

介護サービス

駐車場整備

宅地造成（臨海）
宅地造成（その他）

法
非
適
用
企
業

下水道（個別排水）

介護サービス

（注）収支額は、法適用企業にあっては純損益、法非適用企業にあっては実質収支による。
※地方公営企業法の適用を受ける事業を「法適用企業」、適用を受けない事業を「法非適用企業」という。
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